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■申込方法

生活環境課または各支所にある申込書に必要事項

を記入の上、下記書類を添付し申込みください。

～添付書類～

①入居希望者全員の住民票

②昨年の所得がわかる書面（収入のある方全員の源泉

徴収票のコピーまたは所得証明書等）

■申込締切 ３月15日（火）

■その他

入居が決定した場合、町内在住の所得のある方２

名の連帯保証人（１名は留萌管内の在住であれば可能

です）が必要となります。

◎問い合わせ先

生活環境課管理係 緯56－2111（内線242・243）

鬼 鹿 支 所 緯57－1111

達 布 支 所 緯58－1111

※家賃は家族構成や収入によって変動します。

※入居資格は住居に困窮しており、収入基準月額が原則として15万８千円

を超えないこととなっています。

※詳しくはお問い合わせください。

■公営住宅

■第２旭団地（小平町第３旭町）

家 賃戸数面 積間 取建築年

9，000円～13，500円１戸41．8㎡２ＤＫ
①Ｓ44建築
（Ｈ３改善）

9，500円～14，200円１戸43．5㎡２ＤＫ
②Ｓ42建築
（Ｈ４改善）

10，600円～15，800円１戸46．7㎡２ＤＫ
③Ｓ46建築
（Ｈ５改善）

■単身者住宅

■学園団地オニィー（鬼鹿港町）

家 賃戸数面 積間 取建築年

27，000円２戸49．9㎡１ＬＤＫ①Ｈ７建築

29，000円２戸49．9㎡１ＬＤＫ②Ｈ９建築

入 居 者 募 集入入 居 者 募入 居 者 募 集集公営住宅・単身者住宅公公営住宅・単身者住公営住宅・単身者住宅宅

45歳未満の独身又は単身者（単身赴任等）が入居できます

小平町水道事業では達布浄水場において、腐食性水質の改善のため、３月10日より消石灰溶液を

注入し、ＰＨを徐々に高くしてＰＨ7．5～7．8の間で水質管理することになります。

現在の水質基準はＰＨ5．8～8．6であり、水質に問題はありません。

対象地区は滝下・達布・住吉・寧楽・平和２地区までとなっております。

効果として考えられているものは以下のとおりです。

小平町水道事業では、今後も清浄で美味しい水の安定供給を図る

とともに、老朽管の更新等を計画的に実施し適正な維持管理に努め

てまいります。

◎問い合わせ先

生活環境課上下水道係 緯56－2111（内線244・245）

水道からのお知らせ水水道からのお知ら水道からのお知らせせ

異臭味発生を抑制する（サビ臭い等）

赤水の発生を抑制する

鉄管等の腐食を抑制する


